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６ ダイオキシン類対策特別措置法の規定による届出 令和4年4月1日現在

根 拠 法 令 ダイオキシン類対策特別措置法 担当課 環境政策課 生活環境係
（第12条等） 0742-27-8734

担当係 水資源政策課 水環境係
0742-27-8737

制度の概要 ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイ
オキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規
制、汚染土壌に係る措置等を定める。

目 的 国民の健康の保護を図ることを目的とする。

対 象 地 域 県内全域

規 制 内 容 １ ダイオキシン類対策特別措置法２条２項（ダイオキシン類対策特別措置
法施行令１条）に規定する特定施設を設置又は変更する場合、その工事
に着手する６０日前までに知事（奈良市内の特定施設は奈良市）に届出が
必要

２ 適用除外
同法３５条１項に規定する施設等

許 可 等 の 基 準 ダイオキシン類対策特別措置法８条（ダイオキシン類対策特別措置法施行
規則１条の２）に定める排出基準による。

手 続 の ﾌ ﾛ ｰ 図 ダイオキシン類対策特別措置法の規定による届出
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※２ 奈良市内の事業場については奈良市に届出


